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歴史資料として重要な公文書､ 古文書等の記録類を継続的に収集・保存し､ 県民共有の記

録遺産として永く後世に伝えるとともに､ その収蔵資料を広く公開することにより開かれた

県政の一翼を担う｡

 � �

上記の設置目的を踏まえて､ 公文書館の主な役割は以下のとおりである｡

(１) 歴史資料の収集

県の機関が作成した保存期間満了の公文書等を収集するとともに､ 歴史的価値のある

神奈川に関する古文書などの記録類を収集する｡

(２) 歴史資料の保存

収集した歴史的価値のある資料は､ 県民共有の貴重な記録遺産として､ 良好な保存環

境に十分配慮しつつ保存する｡

(３) 歴史資料の利用

収蔵目録を整備し､ その収蔵資料を広く県民の閲覧に供する｡

(４) 公文書等の保管

県の各機関が作成した公文書等で､ 作成後一定期間経過した公文書等の一元的な保存

管理を行う｡

(５) 普及活動

県民の学習ニ－ズに応え､ 古文書､ 公文書等の歴史資料を保存し､ 後世に伝えていく

ことの重要性について県民の理解を得るため､ 展示､ 講座等を実施する｡

(６) 調査研究

公文書館に関わる課題等について､ 調査研究を行う｡

� � �

(１) 県のすべての公文書等の収集､ 選別

公安委員会関係を除く県の機関のあらゆる公文書の収集､ 選別について､ 神奈川県立

公文書館条例により公文書館長の権限としている｡

(２) 選別基準の確立と公表

後世に残すべき公文書､ 廃棄すべき公文書を選別し､ 客観的な基準 (神奈川県立公文

書館公文書等選別基準) を定めて公平公正な選別を担保している｡

(３) インターネット上で資料が検索できるシステムの整備

利用者がインターネット上で任意の言葉で容易に資料の検索ができる ｢自然語検索方

式｣ による公文書館情報管理システムを平成14年３月から運用している｡

(４) 中間保管庫としての機能

本庁機関の10年及び30年の保存文書について､ 文書完結後５年が経過した時点で公文
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書館が引継ぎを受け､ 保存期間が満了するまで一括して当館の ｢中間保管庫｣ で保存し

ている｡ 組織の改廃時による資料の散逸防止に効果的である｡

� � �

(１) 公文書等保存施設設立の気運

神奈川県では､ 戦前期の公文書は明治期の県庁舎の火災､ 関東大震災､ 太平洋戦争で

の米軍上陸を前にした焼却などで多くが失われ､ 極めて少数が保存されているだけであ

る｡ また､ 近年の急速な都市化が古文書類の消滅に拍車をかけた｡

このような中で､ 神奈川県政100年を記念して､ 昭和41年に県史編集準備室が設置さ

れた｡ 翌年から､ 県史の編集が始まったが､ 基礎資料となる公文書や古文書が神奈川

県内には少なかったため､ 全国から収集することになった｡ このようにして､ 収集され

た貴重な資料を県史編集事業終了後においても保存し､ 県民も利用できるようにと検討

され､ 昭和47年､ 県立図書館の増築計画と併せて､ 県立文化資料館を設置し､ 資料の保

存に努めてきた｡

(２) 公文書館の設立に向けた動き

ア 公文書館設立の検討

神奈川県は､ 昭和58年､ 全国に先がけて情報公開制度をスタートさせた｡ 同時に､

制度を一層充実させるため､ 公文書等を保存する公文書館の新設が将来課題として残っ

た｡ 一方､ 歴史学者等からは官公庁が作成し､ 保有する公文書等を歴史の真実を伝え

るために必要なものとして､ 適正かつ確実に収集､ 保存し､ 県民の利用に役立てる体

制の整備充実が求められた｡

こうした背景を踏まえて､ 昭和60年に総務部文書課長 (現法務文書課長)､ 県民部

県政情報室長 (現情報公開課長)､ 県民総務室長 (現県民総務課長)､ 教育庁社会教育

部社会教育課長 (現教育局生涯学習文化財課長) を委員とする ｢公文書等の資料管理

に関する検討委員会 (昭和61年から ｢公文書等の資料管理に関する調査研究委員会｣

と改組)｣ を設置し､ 全庁的な視野で公文書館設立の検討が開始された｡

その検討結果は､

① 県の機関の非現用公文書を対象として収集し保存する｡

② 公文書館を情報公開制度の延長線上にある施設と位置付ける｡

③ 文化資料館の公文書館的機能の部分と文書課の公文書保存業務の一部を吸収する｡

④ 全庁的にかかわる事業の調整機能を有する知事部局に設置する｡

などであった｡

イ 公文書館の基本構想策定

昭和63年に学識者等を委員とした ｢公文書館 (仮称) 構想懇話会｣ が設置され ､

庁内組織の ｢公文書等の資料管理に関する調査研究委員会｣ で検討した結果を含め､

７回にわたり審議し､ 平成元年10月に提言として知事に報告された｡

この提言を基本構想として､ 平成４年４月に公文書館の運営に関する基本計画が策

定された｡

ウ 建設事業

建設地は県有地の有効利用､ 立地条件等総合的な観点から検討し審議した結果､ 県

の施設が集中している横浜市旭区の二俣川地区に建設することとし､ 平成元年３月に

用地を取得した｡
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同年５月から建設着手前の地質調査､ 用地測量及び埋蔵文化財試掘調査を実施した｡

同年９月にプロポ－ザル方式により設計業者が決定し､ 調査設計､ 続いて基本設計が

開始され､ 平成２年９月には公文書館への接続道路の拡幅工事が始まった｡ 建物本体

工事費は､ 平成３年度から３か年の継続事業として平成３年度当初予算に計上され､

同年10月に着工､ 平成５年７月に竣工した｡

[ 年 表 ]
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昭和��年７月

��年４月

９月

��年８月

��月

��年３月

��年��月

��年８月

��年 �月

��年��月

��年７月

��年１月

�	年４月


�年４月


�年４月


�年��月


�年７月

平成元年３月

５月

７月

��月

２年４月

７月

９月

��月

３年��月

４年４月

・県史編集準備室を企画調査部に設置

・県史編集室を企画調査部に設置 県政���年を記念して ｢神奈川県史｣

編集を開始

・文書館設立に向けての県史編集連絡会議を開催

・県史編集資料保存・利用のための検討を開始

・第１回神奈川県立総合資料館 (仮称) 設立準備懇話会を開催

・県立総合資料館 (仮称) の設立を県史編集室が提案

・教育庁社会教育課が県立図書館サ－ビス拡充のための図書館増築

計画を提案

・県立総合資料館設立と県立図書館増築を一本化した県立文化資料館新築

工事設計調査費を計上

・県立文化資料館建設工事着工

・県立文化資料館を県立図書館に併置

・県立文化資料館において歴史的公文書の収集開始

・神奈川県の地方資料・公文書を守る会が県議会に県立文書館設置を請願

・ ｢神奈川県の情報公開制度に関する提言｣ の中で公文書館の新設の検討

を提起

・学識者連名による ｢神奈川近代資料編集所 (仮称) 設置要望書｣ 受理

・神奈川地域史研究会からの ｢県立文書館の設立要望書｣ 受理

・庁内組織の ｢公文書等の資料管理に関する検討委員会｣ を設置

・ ｢公文書等の資料管理に関する検討委員会｣ を廃し､ ｢公文書等の資料

管理に関する調査研究委員会｣ を設置

・公文書館法公布

・ ｢公文書館 (仮称) 構想懇話会｣ を設置

・公文書館建設用地取得

・建設地の地質調査及び測量調査開始

・ヨ－ロッパにおける公文書館等の調査実施

・ ｢公文書館 (仮称) 構想懇話会｣ から知事への提言 (提言を公文書館基

本構想とする｡)

・建設のための基本設計開始

・アメリカにおける公文書館等の調査実施

・建設地への接続道路拡幅工事開始

・県立文化資料館保管資料等の移管について協議開始

・建物本体工事着工

・公文書館 (仮称) の運営に関する基本計画策定
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平成４年６月

５年７月

��月

��月

９年４月

��年��月

��年６月

��年３月

��年３月

��年��月

・ ｢公文書館 (仮称) 運営検討委員会｣ を設置

・建物竣工

・県議会９月定例会で ｢神奈川県立公文書館条例｣ 及び文化資料館を廃

止するための ｢神奈川県立図書館条例の一部を改正する条例｣ 可決

・県立文化資料館廃止

・県立公文書館開館

・神奈川県立公文書館運営協議会発足

・公文書館の所管が県民総務室から県政情報室に移管

・開館５周年記念行事実施

・公文書館の所管が県政情報室から広報県民課に移管

・ホームページを開設

・神奈川県立公文書館運営協議会廃止

・ホームページでの検索サービスを開始

・開館��周年記念行事実施



職 名

組 織

館

長

副

館

長

課

長

副

主

幹

主

査

主

任

主

事

技

能

技

師

専

門

員

計 備 考

館 長 � �

副 館 長 � �

管理企画課 � � � �

行政資料課 � � � � � ��非常勤職員４

郷土資料課 � � � � �(�) �(�) 非常勤職員３

計 � � � � � � � �(�) ��(�)
(再任用職員�)

非常勤職員７

※ ( ) 内は､ 再任用職員を内数で示す｡

� � �

公文書館は､ 県民部広報県民課所管の地方自治法第244条の公の施設であり､ 組織及び分

掌事務並びに職員の配置は､ 下記のとおりとなっている｡

(1) 組織

管理企画課 (課長以下５名)

館の管理・庶務業務､ システム関連業務､ 広報普及､ 各課

事務の総合的な調整業務

館長 副館長 行政資料課 (課長以下10名､ 他に非常勤職員４名)

公文書関連業務､ 行政刊行物関連業務

郷土資料課 (課長以下７名､ うち再任用職員２人､ 他に非常勤

職員３名)

古文書・私文書関連業務

(2) 職員構成

(平成19年６月１日現在)
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(１) 施設の概要

(２) 建物の特色

ア 周辺環境との調和､ 閉鎖性の払拭

公文書館としての文化性､ たたずまいを配慮し外壁に御影石・タイルなどの自然素

材を用いて周辺環境との調和を図った｡

また､ 閉鎖的印象を持たれがちな窓のない書庫部分の外壁にデザイン上の工夫をし､

県民に開かれた公文書館のイメ－ジを表現した｡

イ 資料保存のための安全性確保

資料保存の安全性を第一に考え､ 書庫がある高層棟の屋根を二重防水とした｡

また､ 敷地の地形上､ 建物の２階までが裏地の斜面に面するので､ 湧水､ 結露等を

考慮し､ 建物周辺にドライエリアを設けた｡

一方､ 設備面において､ 書庫は恒温恒湿を保つため､ 二重壁とし､ 温度は22度から

25度､ 湿度は55％程度を保つために専用の空調機械を設けた｡ 書庫内の資料の劣化を

防ぐために照明器具は紫外線をカットするものを使用している｡

ウ 文化のための１％システムの活用

(建設費の１％相当額で文化的な装飾や工夫を施すシステム)

和紙で作成された古文書などの資料を保存し､ 公開する公文書館の雰囲気づくりの

ため､ １階エントランスホ－ルの各所に県の花 ｢やまゆり｣ を和紙漉 (す) きの技法

で描いた和紙を挟み込んだペアガラスを用いた｡
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ア 所在地

イ 地域・地区

ウ 前面道路

エ 敷地面積

オ 建築面積

カ 延床面積

キ 構造・規模

ク 駐 車 場

ケ 開 館

横浜市旭区中尾一丁目６番１号 (〒��������)
ＴＥＬ ����	
�����
 �� ����	
������

住居地域 準防火地域 第３種高度地区

敷地北側 幅員 ����� (車道 
��� 両側歩道 ����)

����
�㎡

	�
��㎡

����
㎡ (書庫面積 	����㎡／収容能力 約���万冊・点)

鉄骨・鉄筋コンクリート造り､ 地下１階・地上４階建て

	�台駐車可能

平成５年��月１日



(３) 閲覧室の概要

閲覧室の主な設備及び閲覧資料は､ 以下のとおりである｡

Ⅱ ��������	
�

� ������	������������	��

公文書館の役割である資料の収集､ 保存及び利用に関する事業の充実を図った｡

県の知事部局をはじめとする各機関の本庁及び出先機関で作成され､ 保存期間の満了した

公文書を収集し､ 選別を行い､ 適切に保存するとともに､ 広く利用に供するよう整備した｡

また､ 神奈川に関する古文書等の収集についても､ 所在調査を行い､ 必要な古文書資料等

の収集に努めた｡
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ア 面 積

イ 席 数

ウ 設 備

エ 資料検索手段

オ 主な開架資料

・���㎡ (大型資料閲覧室 ��㎡､ 検索コーナー ��㎡､ 受付

��㎡ を含む)

・��席

・マイクロフィルムリ－ダ－プリンタ－ ３台

・資料検索用端末機 (パソコン) ３台

・視聴覚コ－ナ－機器設置 (テレビ､ ビデオデッキ)

・各種冊子目録 (所蔵目録､ 所在目録)

・各種カ－ド目録

・資料検索用端末機を直接操作して検索 (自然言語による検索)

閲覧室には参考図書､ 行政刊行物を中心として､ 約３万冊の資

料が開架されている｡ 主な資料は､ 以下のとおりである｡

・マイクロフィルム版 横浜貿易新報／神奈川新聞

・歴史関係参考図書

・神奈川県史資料

・官報

・公報 (神奈川県公報､ 横浜市報､ 川崎公報､ 横須賀市報)

・議会会議録 (県議会会議録､横浜市議会会議録､川崎市議会会議録､

横須賀市議会会議録､ 県内各市議会会議録)

・行政刊行物

・雑誌類

・地図

・新聞



さらに､ 県民の学習ニ－ズに応え､ 公文書､ 古文書等の歴史資料を保存し､ 後世に伝えて

いくことの重要性について県民の理解を深めるため､ 展示､ 講座等の事業を行った｡

主な事業実績の概要は､ 次のとおりである｡
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事 業 名 内 容

１ 公文書の収集・評

価・選別・廃棄

・知事部局をはじめとする本庁各課及び出先機関の保存期間の満了

した公文書を収集し､ 歴史資料として重要な公文書の選別を行い､

それ以外の公文書を廃棄した｡

(収集実施期間 本庁各課 ４～６月､ 出先機関 ６～��月)

２ 古文書等の所在調査 ・平成��・��・��年度郷土の歴史に関する古文書等の所在を調査し

た目録を刊行した｡

古文書の寄託事務を進めた｡

(実施時期 ４～３月)

３ その他資料の収集 ・行政刊行物､ 神奈川の歴史に関する図書等の資料を収集した｡

(実施時期 ４～３月)

４ 資料の整理・修復 ・歴史的公文書及び古文書について､ 適切な保存及び利用のため､

資料概要の作成等資料の整理を行い､ 目録を作成した｡

・資料の修復等を行った｡

(実施時期 ４～３月)

５ 展示の実施 ・通常展示 ｢資料にみる神奈川の歴史｣ (���５���～���８���)

・企画展示 ｢かながわの青少年｣ (���９���～��������)

・企画展示 ｢絵図にみるかながわ｣ (�	�１��
～�	�３���)

・常設展示 ｢＜郡役所＞の時代｣ ほか (���４���～�	�３���)

・ミニ展示 ｢アーネスト・サトウの書簡｣ (���５���～���６���)

・ミニ展示 ｢戦前期社会教育関係資料｣ (���７���～���８���)

・ミニ展示 ｢井伊直弼の書簡｣ (���９���～�������	)

・ミニ展示 ｢神奈川県特高関係資料｣ (��������～�������
)

・ミニ展示 ｢周布公平の書簡｣ (�	�１���～�	�２���)

６ 講座の開催 ・古文書解読中級講座 (������
～���６��� ５日間)

・古文書解読上級講座 (��������～�������	 ３日間)

・古文書解読入門講座 (�	���
～�	����� ６日間)

・古文書解読入門一日講座 (������� 中井町農村環境改善センター)

７ 収蔵資料デ－タの

入力

・収蔵資料デ－タを入力した｡

(実施時期 ４月～３月)



平成18年度予算及び決算の概要は次のとおりである｡

管理企画課
(単位：千円)
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事 業 名
予 算 額
――――――
決 算 額

説 明

公文書館維持運営費
������
――――――
������

・ 公文書館の施設維持管理及び維持運営に要する
経費

公文書館事業費
	���
�
――――――
	��	�	

・ 資料 (公文書等) の収集及び廃棄経費
・ 古文書資料所在調査経費
・ 資料の整理及び修復経費
・ 講座及び展示の開催経費

情報管理システム推進費
������
――――――
������

・ 機器､ ソフトの使用料及び保守料
・ システム運用に伴う消耗品費
・ 収蔵資料のデ－タ入力経費

合 計
�������
――――――

������



� �������	�
��������

��� ���������
�

ア 収集 (引渡し､ 引継ぎ (中間保管庫)) の実施状況

県の各機関が作成し､ 保存期間の満了した公文書等の中から歴史資料として重要なも

のを保存し､ 閲覧に供するため､ 公文書等の収集はその第一歩として重要であることを

認識し､ 業務の円滑な推進を図っている｡

(ア) 引渡し

公文書等の引渡しについては､ 公文書館条例第３条で､ 県の各機関 (公安委員会を

除く) に､ その保存する公文書等が現用でなくなったときには､ 当該公文書等を公文

書館に引き渡すことを義務づけ､ 公文書等の引渡しがスム－ズに行われるよう規定し

ている｡

この条例の趣旨を実効性あるものとするため､ 県の全機関に対する説明会を開催し

て､ その理解を得ることに努めている｡

なお､ 平成18年度は本庁各室課､ 出先機関の文書保存箱8,751箱の文書と既に公文

書館の中間保管庫に移され保存されていた簿冊 (10年､ 30年保存文書) 948冊の引渡

しを受けた｡

(イ) 引継ぎ (中間保管庫)

本庁機関の10年及び30年の保存文書については､ 文書完結後５年が経過した時点で

総務部法務文書課や企業庁､ 教育局等の文書主管課から公文書館が引継ぎを受け､ 保

存期間が満了するまで一括して当館の ｢中間保管庫｣ で保存することとしている｡ 平

成18年度は､ 1,133冊の引継ぎを受けた｡

なお､ 中間保管庫に保存されている公文書は､ その保存期間が満了した時点で公文

書館への引渡しが行われる｡

中間保管庫内文書件数

(平成19年３月31日現在)

イ 選別・廃棄の実施状況

県の各機関では､ 毎年膨大な量の公文書を作成しており､ すべての公文書等をそのま

ま保存することは不可能である｡

そこで､ 公文書等の中から､ 歴史を後世に継続的に伝えるため重要なものを選別して

永久保存し､ それ以外のものは廃棄することとしている｡
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部局委員会名 文書件数 ��年保存文書 ��年保存文書

知 事 部 局 ２３, ８５２ ２０, ５７２ ３, ２８０

企 業 庁 ３, ３２２ ３, ３０１ ２１

教 育 局 １, ２２８ １, ２２６ ２

各 局 委 員 会 ７９３ ７１１ ８２

合 計 ２９�１９５ ２５�８１０ ３, ３８５



選別については､ 公文書館条例第４条で選別基準を設けることが規定されており､ こ

れを受けて選別基準及び選別のための細目基準26項目が定められている｡

平成18年度は､ 本庁機関及び出先機関の公文書件数178,107 (簿冊948冊を含む) 件の

中から5,988件 (簿冊627冊を含む) を選別した｡ 選別率は3.4％であった｡

また､ 選別結果については､ 収集を行った県の各機関に通知している｡

なお､ 知事部局以外の各局委員会等の選別､ 引渡し及び廃棄の方法については､ 知事

と各局委員会等の任命権者との間において ｢文書事務の執行に関する覚書｣ を締結し処

理している｡

��� �������

ア 古文書所在調査

県内の旧家などに保存されている古文書は､ 都市化の進行､ 文書所蔵者の世代交代な

どにより､ 散逸の恐れがある貴重な歴史資料・文化財であることから､ これらの資料を

調査した上で､ 目録の作成､ 保存のための防虫処理を施すとともに､ 一部資料について

はマイクロ撮影し､ 県民の利用に供する｡

平成18年度 古文書所在調査実施結果
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調査先 所在地
資料総数
(点)

調査数
(点)

目録作成数
＝タイトル数

マイクロ撮
影数 (点)

調査内容 資料内容

室伏厚子 湯河原町
宮上 約�� ��� ���件 ���

(�����コマ)
整理・表題書き､
目録作成

足柄下郡農会
関係資料

城堀区 湯河原町
城堀 約	�� ��� �	�件 ���

(����
コマ)
整理・表題書き､
目録作成

石材採掘､ 水
車営業､ 産土
八幡神社､ 地
租改正地引帳､
区会関係資料

常盤定敏 湯河原町
鍛冶屋 約�	� ��� 	��件 ���

(	�
	�コマ)
整理・表題書き､
目録作成

土地関係､ 明
治期教科書等
教育関係資料

城願寺 湯河原町
城堀 約��� ��� ��件 ��

(���コマ)
整理・表題書き､
目録作成

城願寺土地関
係資料

高杉芳雄 湯河原町
土肥 約	� 		 ��件 ��

(��コマ)
整理・表題書き､
目録作成

石材採掘・運
搬､ 魚類養殖
関係資料

町役場 湯河原町
中央 約�	� ����	 ��	件 ���

(�����コマ)

整理・表題書き､
目録作成(平成�

年度からの継続)

旧吉浜名主･戸
長文書､ 町史
編纂収集資料

保善院 熱海市泉 約��� �� ��件 ��
(��	コマ)

整理・表題書き､
目録作成

今川氏真判物､
北条家朱印状､
稲葉正則判物､
文明年間から
の最乗寺住職
差定､ 保善院
住職関係文書

雑色吉臣 中井町雑
色 約��	�� ����	 － ���

(���
	�コマ)

整理・表題書き､
目録作成(平成�	
年度からの継続)

旧雑色村名主･
比奈窪村等四
ヶ村戸長役場
文書､ 修験道
関係文書

合 計 ８箇所 約	���� ���
� ����
件 �����
(������コマ)



イ 収集 (寄贈､ 寄託､ 購入)

資料は現地保存が原則であるが､ 家の建て替え､ 相続､ その他の理由により廃棄され

る恐れのある場合は､ 各市町村と協議して当館に寄贈､ 寄託を受けることとしている｡

また､ 資料が市場に流れた場合には､ できるだけ購入などの方法により対応する｡

一部､ 貴重な資料については､ 現地に出向きマイクロフィルム撮影を実施して収集する｡

平成18年度 収集結果

��� ������	
������

県及び県内市町村等が作成した刊行物､ また神奈川の歴史に関する図書を収集対象とし

ている｡

公文書館では､ 開館時に県立文化資料館から行政刊行物､ 図書等の移管を受け､ これら

を母体に､ 開館後も収集､ 保存に努めている｡

なお､ 県で作成した行政刊行物については､ ｢県政情報センタ－等による総合的情報提

供システム事務処理要領｣ に基づき､ 作成所属は40部を県政情報センタ－に納入し､ その

うちの１部が公文書館に送付されるシステムになっている｡

平成18年度 行政刊行物・図書の収集冊 (点) 数
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管理換※ 寄 贈 購 入 編 入※ 計

冊 冊 冊 冊 冊

１,３２７ ２,３７２ １９１ １,０６４ ４,９５４

※管理換：庁内各所属から送付されたもの

※編入：雑誌類を製本し､ 後に図書として受け入れたもの及び記者発表資料

受入区分 資 料 名 受入数 (点) 資料内容

購入 江島屋等諸家文書 一式 (���点)
酒造等産業関係文書､ 交通
関係文書

寄贈 １ 野澤 繁氏資料 �点 江戸時代の字書

２ 内田一正氏作成大正十二年九月
関東大震災の調査資料

�点 白糸川山津波関係図

３ 野口 豊氏旧蔵資料 �点 富士信仰関係文書

寄託 石井達也氏所蔵文書 �����点 沢井村名主文書

計 �����点 (江戸期～大正期文書)



��� �����	


公文書館の開館に際して､ 県立文化資料館で収蔵されていた歴史的公文書､ 古文書､

私文書などの文書資料､ 行政刊行物及び神奈川の歴史に関する図書､ 神奈川県史編集事

業で収集された資料等が公文書館に移管された｡

また､ 公文書館の設置に併せて改正された神奈川県文書管理規程 (現・神奈川県行政

文書管理規則及び同規程) に基づき､ 保存年限が30年又は10年に属する現用公文書のう

ち､ 保存期間が５年を経過したものについて､ 知事部局及び各局委員会等の文書主管課

から引継を受けた｡

公文書館の開館時の収蔵資料は､ 主に上記の資料によって構成されている｡

公文書館の開館後は､ 県立公文書館独自に､ ｢公文書､ 古文書その他の記録で歴史資料

として重要なもの｣ (公文書館条例第２条) を収集している｡

平成18年度末までの資料収蔵状況

��� ����

公文書館の収蔵資料のうち､ 劣化の著しい公文書､ 古文書､ 地図などについては修復す

ることとしている｡ 平成18年度において､ 公文書908冊､ 古文書1,085枚 (冊82点) の修

復を実施した｡

なお､ 資料の劣化を防ぐため､ 公文書については中性紙の畳紙 (たとう) 型のケース

を作成し､ その中に資料を保存している｡ 古文書については､ 中性紙の保存袋に整理し､

保存している｡ また､ 虫損の激しい資料の修復については主にリーフキャスティングに

よる漉嵌 (すきばめ) を行った｡
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資 料 区 分 平成��年度
末数

平成��年度
受入

平成��年度
末数

備 考
�資料の内容�

歴史的公文書
冊・点 冊・点 冊・点 保存期間の満了した��年度の

収集文書から選別した文書������� 	���� ������


古文書・私文書 ��	���� ��� ����	�� 石井家文書ほか

行政刊行物・図書 ��
��
�

���	�
除籍 △���
数量更正
△�����

����	
� 県勢要覧､ その他行政刊行物

現用公文書※ ������

受入 ����

払出

△���
����� 保存期限が５年を経過した

�
年､ �
年保存の現用公文書

そ
の
他
の
資
料

マイクロフィルム類 ���� 	�	 ����� 現用・非現用公文書､ 古文書
等

フィルム・テープ ����� － ����� �ミリフィルム・ビデオテープ等

県史編集事業で
収集した資料

������� － �������

計 ��	�� △������ 	���
�

※現用公文書の受入は文書主管課からの引継ぎを､ 払出は公文書館への引渡し及び文書主管課への
返還等をさす｡



��� �����	
����

公文書館所蔵資料のマイクロフィルム化については､ ｢神奈川県立公文書館におけるマ

イクロフィルム作成要綱｣ を定め､ 次のものについて撮影を実施している｡

・公文書館資料等で原資料保護のうえからマイクロフィルム化が必要なもの

・公文書館の中間保管庫に引き継がれた30年保存文書のうち､ 公文書館長が選定したもの

平成18年度は､ 現用公文書98本､ 歴史的公文書57本､ 古文書等116本の撮影を行った｡

併せて､ 250本の複製フィルムを作成し､ 購入分24本を含めて､ 合計545本のマイクロフィ

ルムを受け入れた｡

��� ��������

図書館などで従来から行われてきたカードによる書籍検索の方式では､ 公文書のよう

に内容を主体とした検索にはなじまない面がある｡ そこで､ 利用者自身が操作すること

を前提に､ 公文書､ 古文書等の文書に関する知識がなくても､ 探したい資料の内容に関

連した普通の言葉 (自然語) で資料の検索が可能な ｢自然語検索方式｣ によるコンピュ－

タ利用の検索方式を採用している｡

このシステムでは､ 公文書館の所蔵する ｢歴史的公文書｣､ ｢古文書・私文書｣､ ｢行政

刊行物・図書｣､ ｢その他資料｣ に加え､ ｢資料群収蔵情報 (当館及び他館における文書資

料の収蔵コレクションに関する情報)｣ を迅速に検索することができる｡

資料目録については､ 平成14年３月１日から順次ホームページでの検索サービスを開

始した｡

� ������� !

�"� #$�%&'(

ア 平成18年度においては､ ４回の展示を開催した｡

第１回展示 見学者1,723人

テ－マ 通常展示 ｢資料にみる神奈川の歴史｣

期 間 平成18年５月18日 (木) ～平成18年８月31日 (木)

場 所 公文書館 １階展示室

記録資料を中心に古代から近現代までの神奈川の歴史を概観した｡

第２回展示 見学者642人

テ－マ 企画展示 ｢かながわの青少年｣

期 間 平成18年９月27日 (水) ～平成18年11月26日 (日)

場 所 公文書館 １階展示室

戦後かながわの青少年行政について公文書を用いて紹介した｡

第３回展示 見学者827人

テーマ 企画展示 ｢絵図にみるかながわ｣

期 間 平成19年１月24日 (水) ～平成19年３月11日 (日)

場 所 公文書館 １階展示室

江戸時代の絵図から当時の人々の実態を再現した｡

第４回展示 見学者2,598人

テ－マ 常設展示 ｢＜郡役所＞の時代｣ ほか５件

期 間 平成18年４月16日 (日) ～平成19年３月31日 (土)
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場 所 公文書館 １階常設展示室

イ 18年度は､ ５回のミニ展示を開催した

第１回ミニ展示 見学者478人

テ－マ ｢アーネスト・サトウの書簡｣

期 間 平成18年５月10日(水)～平成18年６月30日(金)

場 所 公文書館 １階ホール

第２回ミニ展示 見学者276人

テ－マ ｢戦前期社会教育関係資料｣

期 間 平成18年７月13日(木)～平成18年８月31日(木)

場 所 公文書館 １階ホール

第３回ミニ展示 見学者183人

テ－マ ｢井伊直弼の書簡｣

期 間 平成18年９月13日(水)～平成18年10月29日(日)

場 所 公文書館 １階ホール

第４回ミニ展示 見学者144人

テ－マ ｢神奈川県特高関係資料｣

期 間 平成18年11月11日(土)～平成18年12月24日(日)

場 所 公文書館 １階ホール

第５回ミニ展示 見学者227人

テ－マ ｢周布公平 (神奈川県第19代知事) の書簡｣

期 間 平成19年１月10日(水)～平成18年２月28日(水)

場 所 公文書館 １階ホール

平成18年度の展示室入室者数
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年 月 開催日数 入室者数 平均入室者数 備考

平成��年４月 �� 日 ��� 人 ��� 人／日

平成��年５月 �� 日 �	� 人 ���� 人／日

平成��年６月 �� 日 �
��� 人 	��� 人／日

平成��年７月 �	 日 ��� 人 ���� 人／日

平成��年８月 �� 日 ��� 人 ���� 人／日

平成��年９月 �� 日 ��� 人 ���	 人／日

平成��年��月 �	 日 ��� 人 ���� 人／日

平成��年��月 �� 日 ��� 人 ���� 人／日

平成��年��月 �� 日 ��� 人 ��	 人／日

平成��年１月 �� 日 ��� 人 ���� 人／日

平成��年２月 �� 日 ��� 人 ���	 人／日

平成��年３月 �� 日 ��� 人 ���� 人／日

合計 (平均) ��� 日 �
��� 人 �	�� 人／日



��� �����	


平成18年度は､ 古文書解読入門講座､ 中級講座､ 上級講座､ 入門一日講座をそれぞれ

開催した｡

ア 古文書解読入門講座

県民の歴史に対する関心が高く､ 特に古文書を解読したいとの要望が数多く寄せられ

ている｡ これらの県民ニ－ズに応えるとともに当公文書館の役割を理解してもらうこと

をねらいとして､ 初心者を対象とした入門講座を毎年実施している｡

・会 場 公文書館 大会議室 (２階)

・時 間 13時30分～16時

・受講者数 155名

・受 講 料 ５,000円 (消費税を含む)

イ 古文書解読中級講座

古文書解読入門講座の修了者などを対象に中級程度の講座を毎年実施している｡

・会 場 公文書館 大会議室 (２階)

・時 間 13時30分～16時

・受講者数 149名

・受 講 料 ４,200円 (消費税を含む)
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開 催 日 主 題 及 び 講 師

第１回 ２月４日 (日)
｢室町戦国期の武家文書と近世の地方文書｣
講師 田島 光男 (県立公文書館)

第２回 ２月��日 (土)
｢近世・近代移行期の文書を読む－地方文書と手紙－｣
講師 中村 崇高 (県立公文書館)

第３回 ２月��日 (日)
｢将軍の日光社参と村々の負担｣
講師 中野 達哉 氏 (駒澤大学)

第４回 ２月��日 (日)
｢赤穂事件を読む－城明け渡しとは－｣
講師 谷口 眞子 氏 (早稲田大学)

第５回 ３月４日 (日)
｢東海道中膝栗毛から始める版本｣
講師 保田 晴男 氏 (歴史研究家)

第６回 ３月��日 (日)
｢陰陽師が村にやってきた｣
講師 関口 博巨 氏 (神奈川大学)

開 催 日 主 題 及 び 講 師

第１回 ５月��日 (日)
東福門院和子の手紙 (醍醐家文書) を読む
講師 増田 孝 氏 (愛知文教大学)

第２回 ５月��日 (日)
海村の史料を読む
講師 岩田 みゆき 氏 (青山学院大学)

第３回 ５月��日 (日)
幕末維新期の文書を読む
講師 奥田 晴樹 氏 (金沢大学)

第４回 ６月４日 (日)
裁許状にみる村の争い
講師 小澤 昭子 (県立公文書館)

第５回 ６月��日 (日)
事件が語る江戸時代の村
講師 関口 博巨 氏 (神奈川大学)



ウ 古文書解読上級講座

古文書解読入門講座及び中級講座の修了者をはじめ広く県民を対象として､ 史料の背

景にある歴史を考察するための古文書解読を重点とした内容で毎年実施している｡

・会 場 公文書館 大会議室 (２階)

・時 間 13時30分～16時

・受講者数 146名

・受 講 料 2,500円 (消費税を含む)

エ 古文書解読入門一日講座

当公文書館では､ 各種解読講座を開催しているが､ 県内各地での地域開催を求める要

望も多く､ これに応えるため毎年初心者を対象とした入門一日講座を実施している｡

・会 場 中井町農村環境改善センター ２階研修室

・開催日時 平成18年12月３日 (日) 10時～16時

・受講者数 62 名

・受 講 料 １,000円 (消費税を含む)

��� �����	
����

ア 説明会開催の目的

神奈川県における文書の取扱い方法について各所属の文書事務担当員を対象に､ 公文

書館の理解と公文書等の収集など的確な運用ができるよう､ 全庁的な説明会を公文書館

の会議室を会場にして開催した｡

なお､ 平成18年度は､ 国立公文書館の担当者から国における公文書業務について講演

いただき､ 公文書業務に関する職員の理解・認識を深めることを目的として開催した｡
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開 催 日 主 題 及 び 講 師

第１回 ��月��日 (日)
駆込寺と縁切り寺
講師 佐藤 孝之 氏 (東京大学史料編纂所教授)

第２回 ��月��日 (日)
開国後の日本－孝明天皇宸翰と江戸勤番武士の横浜
見聞記－
講師 竹内 誠 氏 (東京学芸大学名誉教授)

第３回 ��月��日 (日)
北條氏と織田・豊臣政権
講師 池上 裕子 氏 (成蹊大学教授)

開 催 日 時 間 主 題 及 び 講 師

��月３日 (日)

午前��時～��時
｢くずし字入門｣
講師 県立公文書館 上田 良知

午後１時～
２時��分

｢近世の地方文書を読む｣
講師 県立公文書館 小澤 昭子

午後２時��分～
４時

｢中世の古文書を読む｣
講師 県立公文書館 田島 光男



イ 開催の状況等

(ア) 会 場 公文書館 大会議室 (２階)

(イ) 日程等

(ウ) 内 容

・講演 国立公文書館の業務について

・講師 国立公文書館公文書専門官 米川 恒夫 氏

国立公文書館業務課 飯島 博史 氏

〃 齋藤 知千 氏

・ 公文書の引渡し

・ 公文書等の選別

・ 歴史的公文書の閲覧

・ 中間保管庫､ マイクロフィルムの利用

・ インターネットを活用した公文書館資料の検索

・ 公文書館の館内見学

� ����

公文書館の収蔵資料の利用については､ 公文書館条例及び同施行規則に基づいて実施して

いる｡

��� 	
�����

ア 資料の閲覧

公文書館においては､ 閲覧室に開架されている行政刊行物､ 参考図書等は､ 自由に閲

覧が可能である｡

書庫内に収蔵されている資料の閲覧を希望する場合は､ 冊子目録､ カード目録､ コン

ピュータによる検索等により､ 資料を特定した上で､ ｢公文書館資料閲覧申込書｣ に必

要事項を記入し､ 受付に提出することにより閲覧することになる｡

ただし､ 公文書館条例第５条及び同施行規則第４条に規定する ｢個人に関する情報そ

の他 の規則で定める情報が記録されている公文書館資料｣ については､ 閲覧を制限す

る場合があり､ 古文書・私文書資料の中の寄託・寄贈分については､ 同規則第４条第９

号により寄託・ 寄贈者の意思による閲覧等の制限を行うものがある｡
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回 開催日 出席者数

１ 平成��年６月８日 (木) ��名

２ 平成��年６月��日 (火) ��名

３ 平成��年６月��日 (水) ��名

合 計 ���名

昨年実績 ���名



(ア) 平成18年度 閲覧室入室者数

(イ) 書庫内資料の利用状況
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年 月 開館日数 閲覧室入室者数 １日平均の閲覧室入室者数

平成��年４月 ��日 ���人 �� 人／日

平成��年５月 ��日 ���人 �� 人／日

平成��年６月 �	日 �
��	人 �� 人／日

平成��年７月 ��日 �
���人 �� 人／日

平成��年８月 ��日 �
���人 �� 人／日

平成��年９月 ��日 �
���人 �� 人／日

平成��年��月 ��日 ���人 �� 人／日

平成��年��月 ��日 ���人 �� 人／日

平成��年��月 ��日 	��人 �� 人／日

平成��年１月 ��日 ���人 �� 人／日

平成��年２月 ��日 ���人 �� 人／日

平成��年３月 �	日 ��	人 �� 人／日

合計 (平均) ���日 ��
���人 �� 人／日

年 月 開館日数 書庫内資料閲覧者数 書庫内資料閲覧点数

平成��年４月 ��日 ��人 ��点

平成��年５月 ��日 	�人 ��	点

平成��年６月 �	日 ��人 ���点

平成��年７月 ��日 ��人 ���点

平成��年８月 ��日 ���人 	��点

平成��年９月 ��日 ���人 ���点

平成��年��月 ��日 ��人 ��	点

平成��年��月 ��日 	�人 ���点

平成��年��月 ��日 ��人 ���点

平成��年１月 ��日 ��人 ���点

平成��年２月 ��日 	�人 ���点

平成��年３月 �	日 ��人 ��	点

合 計 ���日 �	�人 �
���点

１日平均 ���人 ����点



(ウ) 平成18年度 資料区分別閲覧者数及び閲覧点数

(エ) 主な利用資料は､ 以下のとおりである｡

◎ 公文書 ：土地改良区関係､ 予算査定意見書､ 神社明細帳 (明治期) 関係､

都市計画関係､ 県参事会・県議会議事録

◎ 古文書 ：喜連川文書､ 豊前氏古文書 ､ 山吉文書､ 小幡文書､ 三島神社

文書､ 芦名文書､ 毛利元就書状(以上中世)､ 武尾家文書､ 井上

家文書､ 瀬戸家文書､ 内藤家文書､ 小島家文書､ 間宮家文書､

安藤家文書､ 溝口家文書､ 三樹家文書､ 神原家文書､ 吉村家文

書､ 若柳村文書､ 大矢家文書､ 小塩家文書､ 石川家文書､ 桐生

家文書､曽根家文書､飯田家文書､神奈川宿本陣石井家文書､鈴

木家文書､北村家文書､和田家文書､大塚家文書､ (近世・近代)

◎ マイクロフィルム ：山口コレクション､ 手中家文書､ 徴発物一件､ 社寺取調類纂､

土地宝典､ 神奈川県公報､ 郡役所文書､ 神奈川新聞

◎ 写 真 ：水戸彰考館資料､ 内閣文庫資料､ 東京大学史料編纂所資料､ 円

覚寺文書､ 鶴岡八幡宮文書 (以上中世)､ 江川文庫､ 高野山高

室院､ 韮山柏木家､ 彦根市図書館資料､ 山北町鈴木家､ 岩本家､

中井町田中区､ 松田町虫沢区､ 旧津久井郡石井達也家､ 石井元

三郎家､ 吉野家､ 和智家､ 佐藤家､ 宮城家､ 平本家､ 梶尾家､

坂本家､ 善勝寺､ 伊勢原市山口家､ 小田原市酒井家､ 稲子家､

箱根町福住家､ 平塚市今井家､ 茅ヶ崎市藤間家､ 加藤家､ 相模
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年 月
合 計 公文書 古文書 ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ 図書刊行物 その他

人 点 人 点 人 点 人 点 人 点 人 点

平成��年４月 �� �� � �� � �� � � �	 �� � 


平成��年５月 �	 �
� �� ��� �� ��� � �� �� �� � ��

平成��年６月 �� ��� �	 
	� �� �� �� �� �
 �� � 


平成��年７月 �� �
� �� �� �� ��	 � �� � �� � ��

平成��年８月 ��� �	
 �� �	� �� ��� � �� �� �� � �


平成��年９月 ��
 ��� 
� ��� �� ��� �� �� �� �� � ��

平成��年�	月 �� �
� �� �� �� ��
 � 
� �� �� �	 �


平成��年��月 �� 
�� �� ��� �	 ��� � �� �� �	 � ��

平成��年��月 �� ��� �� �� �� �� � 
� �� �� � �

平成��年１月 �� ��� �� �� �	 ��	 � �� �
 
� � ��

平成��年２月 �� ��� �� ��� �� �
� � 
 �� �� � �


平成��年３月 �� �	� �
 �� �
 ��
 � �
� �	 �
 
 �


合 計 ��� ���		 �	� ����� ��� ����
 �� ��
 ��� ��� �� ���

※ 資料区分の ｢その他｣ は､ 県史編集にあたって写真撮影された公文書・古文書等その
他資料である｡



原市角田家､ 横須賀市若命家､ 永嶋家､ 浅葉家､ 三浦市前田家､

石井家､ 横浜市横山家､ 添田家､ 米倉家､ 軽部家､ 桜井家､ 澤

邊家､ 村田家､ 内田家､ 山野井家､ 川崎市志村家､ 上田家､ 井

田家等各所蔵資料

◎ 図書刊行物 ：土地宝典等土地の明細図関係､ 都市計画関係､ 職員録関係､ 郷

土史・地誌関係､ 官報関係､ 路線価図､ 大日本古文書

イ 複写サービスの利用状況

公文書館の収蔵資料についての複写 (電子複写及びマイクロフィルムの紙焼き) につ

いては､ 著作権法及び館長の定める範囲内において､ 実費により行っている｡

平成18年度 複写サ－ビス利用者数及び利用枚数

ウ レファレンスの状況

資料の利用及び所在に関する問合わせを､ 閲覧室の受付において行っている｡

レファレンスは直接公文書館に来館された場合以外に､ 電話及び文書 (電子メール)

による問合わせについても､ 受け付けている｡

平成18年度レファレンス件数
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年月
合計 電子複写 ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ 写真撮影

人 枚 人 枚 人 枚 人 枚

平成��年４月 �� ��� �� ��� � �	 � �

平成��年５月 
� ����� �� ��� � �
� � �	�

平成��年６月 �	� ����� �	 ����� �� ��� �� ���

平成��年７月 �	 ����� 
� ����
 � ��� � ���

平成��年８月 �� ����	 �� ���	� � ��� � ����	

平成��年９月 �� ��
�� �� ��	�� �� ��� � ���

平成��年�	月 �� ����� 
� ���

 �	 ��	�
 � �	�

平成��年��月 
	 ��
	� �	 ��
	
 � ��	 � ���

平成��年��月 �� ���
� �� ����� � �	� � ���

平成��年１月 �� ����
 �� ����� � ��� � �


平成��年２月 
� ����� 
	 ����� � ��� � ��

平成��年３月 
� ��		� �� ����� � ��
 	 	

合 計 ��� ������ 
�
 ������ �� ��
�� 
� �����

１日平均 ��	 ����� ��� ���� 	�� �
�� 	�� ����

１人平均 － ���� － ���� － �	�	 － ����

合 計 口 頭 電 話 文 書 主 な 内 容

件

�
�

件



�

件

���

件

�

・過去の法令､ 通達､ 県公報等及び行政
刊行物の所在の確認
・古文書所有者及び古地図等の所在確認
・土地区画整理及び土地宝典についての
照会



エ 資料の館外貸出しの状況

公文書館においては､ 資料の館外貸出しは原則として行っていない｡

ただし､ 他公文書館等における展示等に利用する場合については､ ｢館外貸出し承認

申請書｣ を提出し､ 承認を受けた場合については､ 認めている｡ (公文書館条例施行規

則第18条)

平成18年度における資料の館外貸出しの状況 (主なもの)

オ 資料の撮影・掲載の状況

公文書館の収蔵資料の撮影・掲載については､ 利用目的等を明記した申請書の提出を

受け､ 承認をした場合には､ 公文書館の撮影室において､ 自己の撮影機材により撮影・

掲載することを認めている｡
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貸出し先 利用目的 貸出し資料

都市公園整備課 事務参考
昭和��年度 逗子市向原土地区画整理組合
換地計画認可関係書類

県民総務課
ＮＰＯ協働推進室

事務参考
平成７年度 県民交流�(仮称) 整備
推進会議関係書類

緑政課 事務参考
昭和��年度 風致地区内行為申請許可台帳
��点

県民総務課
ＮＰＯ協働推進室

事務参考
平成８年度 県立既存建築物耐震診断
結果報告書

知事室 副知事室に展示 土田邦彦氏寄付原画

給与厚生課 ＨＰ用資料 国体 ｢かなべえ｣ 関係資料

都市計画課 事務参考 昭和��年度 都市計画審議会

議会局議事課 事務参考 昭和��年度 常任委員会記録 (総務企画)

横須賀市史編纂室
横須賀市史編纂事業に関わ
る近世史料収集のため

鈴木裕一氏寄贈文書 (マイクロフイ
ルム)

横浜市歴史博物館
特別展 ｢吉田新田開発��	
周年記念 横浜の礎・吉田
新田いまむかし｣ に出陳

砂村新左衛門覚書

ＮＨＫ文化福祉番組部
ＮＨＫ教育テレビ番組 ｢知
るを楽しむ江戸の教育に学
ぶ｣ を製作

県史収集資料 ｢苅谷亦八氏の遺書｣

神奈川県立歴史博物館
特別展 『富士山大噴火・宝
永の ｢砂降り｣ と神奈川』
に出陳

井上家､小島家､武尾家､小塩家文書

横浜開港資料館
企画展示 ｢地域リーダーの
幕末・維新－横浜近代化の
にない手たち｣ に出陳

飯田家文書

多摩市文化振興財団
特別展 ｢関戸合戦～多摩市
関戸に残る中世の伝承とそ
の背景～｣ に出陳

手中家文書



平成18年度における資料の撮影・掲載の状況 (主なもの)

��� �����	


ア 中間保管庫等の利用状況

中間保管庫に所蔵する簿冊文書 (10年､ 30年保存で保存期間が満了していないもの)

及びマイクロフィルムについて､ 主務課職員の利用に供している｡
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利用者 利 用 目 的 利 用 資 料 (点数) 利用内容

�
神奈川宿古文書
の会

『神奈川宿古文書の会会
報』 に掲載

神奈川宿本陣石井家文書 ｢御用留｣､
｢御休泊記録｣､ ｢諸用日記留｣､ 藤
井家文書｢御触書並用留帳｣ (��点)

掲載

� 野村徹也
冊子 『集住デザインボー
ド』 に掲載

県史編集写真円覚寺資料 (１点) 掲載

�
(財)名古屋大学
出版会

『瞽女と瞽女唄の研究』
に掲載

関口家文書 ｢諸勧化・ごぜ・座
頭村送りのきめについての書状｣
(１点)

掲載

�
横須賀市総務部
市編纂担当

『新横須賀市史資料編近
現代１』 に掲載

｢東海鎮守府日誌｣､ ｢東海鎮守
府大日記｣ (２点)

掲載

� 漆原正和
『史料集第４集御取締向
惣百姓御請印形帳』 に掲
載

県史編集写真内田寛孝氏所蔵資料
｢関東向御取締ニ付被仰渡御請証
文｣､｢外国交易ニ付御条目｣(�点)

掲載

� 厚木市史編纂係
『厚木市史近世資料編
(４)』 に掲載

嘉永４年正月記録帳 ｢岡津古久
村川勝領村高書上 (１点)

掲載

７ ㈱有隣堂
『安達泰盛と鎌倉幕府』
(有隣新書) に掲載

県史編集写真 ｢霜月騒動自害者
注文｣､ ｢霜月騒動聞書｣ (２点)

掲載

８ 横浜開港資料館
『地域資料を読む－神奈
川宿本陣石井家文書－を
中心に』

神奈川宿本陣石井家文書 ｢石井
本陣屋敷絵図｣､ ｢活鯛御定杭相
建候儀定証文｣ 等､ 藤井家文書
｢御触書並用留帳｣ (��点)

掲載

年 月 開館日数
中 間 保 管 庫 マイクロフィルム

閲 覧 貸 出 計 当 館 本庁分室 計

平成��年４月 ��日 �人 �人 �人 �人 ��人 �	人

平成��年５月 �� � � � � �� ��

平成��年６月 �� � �� �� � �	 �	

平成��年７月 �� � � � � �� ��

平成��年８月 �	 � � � � �� ��

平成��年９月 �� � � �� � �
 ��

平成��年��月 �� � � � � �� ��

平成��年��月 �� � � � � �	 �


平成��年��月 �� � � � � �� ��

平成�
年１月 �� � � � � �� ��

平成�
年２月 �� � 	 �� � �� �


平成�
年３月 �� � � � � �� �	

合 計 �	
日 ��人 ��人 ��人 ��人 ���人 ��	人



イ 会議室の利用状況

当館の会議室及び付属設備は有料で使用することができる｡

平成18年度 会議室利用状況

� ���

��� �	
���

ア 受入の目的

大学の学芸員課程を専攻する学生を対象に ｢博物館実習｣ の教育の一環として公文書

館業務についての実習を実施する｡

イ 受入大学等

東洋大学文学部第１部史学科 ４年 １人

横浜国立大学教育人間科学部 ４年 １人

帝京大学文学部史学科 ４年 １人

専修大学文学部人文学科 ３年 １人

関東学院大学文学部比較文化学科 ４年 １人
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年 月
大会議室 中会議室 小会議室

回 数 時 間 回 数 時 間 回 数 時 間

平成��年４月 � �� � �� � ��

平成��年５月 � �� � �� � ��

平成��年６月 � �	 � �� � ��

平成��年７月 � �� � �	 � �	

平成��年８月 � �� � � � ��

平成��年９月 � �� � �� � ��

平成��年�
月 � �� � �� � ��

平成��年��月 � �	 � �� � ��

平成��年��月 � �� � � � ��

平成�	年１月 � �� � �� � ��

平成�	年２月 � �� � �� � ��

平成�	年３月 � �� � �� � ��

合 計 �� ��	 �
 �	� �� ��




ウ 実習カリキュラム

��� �����	
�	��

ア 目 的

職業意識の向上及び県政に対する理解の増進を図り､ あわせて公文書館業務を知って

もらうために実施した｡

イ 日 時 平成18年８月15日 (火) ～８月26日 (土) 午前９時から午後５時15分まで

ウ 参加校・参加者数

大原法律公務員専門学校横浜校 １名

エ 内 容

資料整理､ 目録作成､ データベース入力､ 資料出納 (受付) 等の業務について体験し

た｡

��� ����	
�	��

ア 目 的

職業意識を高める等の ｢高校生インターンシップ｣ の趣旨に則り､ あわせて公文書館

業務を広く高校生に知ってもらうために実施した｡

イ 日 時 平成18年８月１日 (火) ～８月５日 (土) 午前８時30分から午後４時30分

まで

ウ 参加校・参加者数

県立鶴見高等学校 ２年生 １名

県立平塚商業高等学校 ２年生 ３名

県立中央農業高等学校 ２年生 ３名 計７名

エ 内 容

公文書館業務の概要紹介に始まり､ 公文書・古文書・図書資料の整理や閲覧業務､ さ

らに広報業務について体験した｡

��� ����������������

大学名：富山大学人文学部日本史コース､ 駒澤大学文学部歴史学科､ 東洋大学文学部

史学科

見学者：171名 (教員12名､ 学生大学院生等159名)

見学資料：喜連川文書等中世文書､ 近世地方文書､ 伊藤博文書簡等山口コレクション
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日 程 内 容

平成��年９月５日 (火)
ガイダンス､ 公文書館の役割､ 行政資料課業務概要
公文書目録作成､ 図書・雑誌の整理の実際

９月６日 (水) 郷土資料課業務概要､ 古文書取扱の実際

９月７日 (木) マイクロフィルム業務､ 実務実習 ｢カウンタ－業務｣

９月８日 (金) 実務実習 ｢公文書の選別｣､ 古文書の調査・収集・整理

９月��日 (火) 行政文書の受入・分類と整理､ 古文書の整理と目録作成

９月��日 (水) 実務実習 ｢公文書・古文書の修復｣､ 公文書館の展示・講座



��� �����	
���������

ア 設置目的・経過

県内市町村史編纂及び歴史資料保存利用に関する相互の連絡と協調を図り､ もって市

町村史編纂事業及び歴史資料保存利用事業の健全なる運営と諸資料及び情報の交換に寄

与することを目的として､ 平成３年４月に発足した｡ (略称 神史協)

当館開館に合わせて､ 会の事務局は県立文化資料館から県立公文書館に引き継がれた｡

会長については､ 平成６年５月開催の総会において､ 県立図書館長から公文書館長へ

の交替が承認された｡

イ 平成18年度活動状況

� 総会の開催

・日 時 平成18年 5月24日 (水) 13時30分～14時30分

・場 所 県立公文書館

� 理事会の開催

・第１回 平成18年６月28日 (水) 15時～16時

・第２回 平成19年３月15日 (木) 15時30分～16時30分

・場 所 県立公文書館

� 講演会の開催

・日 時 平成18年 5月24日 (水) 14時30分～16時30分

・場 所 県立公文書館

・参 加 26名

・内 容 テ－マ ｢市町村史の編纂と資料の保有利用について｣

講 師 元県立厚木高校教諭 大畑 哲 氏

� 研修会の開催

(第１回)

・日 時 平成18年９月12日 (火) 14時～16時

・場 所 県立公文書館

・内 容 歴史資料の公開と個人情報保護

講 師 早稲田大学法科大学院教授 浅古 弘 氏

・参 加 24名

(第２回)

・日 時 平成19年２月14日 (水) 14時～16時 参加24名

・場 所 寒川町総合図書館・文書館

・内 容 館事業の説明及び施設見学

� 会報の発行

・第30号 平成18年９月発行 1,000 部印刷 Ａ４ ８頁

・第31号 平成19年３月発行 1,000 部印刷 Ａ４ ８頁

� 研究会の実施

(第１回) 平成18年８月10日 (木) 14時～16時 参加19名

場 所 県立公文書館

内 容 歴史資料の取り扱いと個人情報について

報告者 井上 淳 氏 (伊勢原市総務課行政係市史担当)

(第２回) 平成18年11月29日 (水) 14時～16時 参加20名

場 所 県立公文書館
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内 容 歴史資料の公開と目録作成－その活用と注意点－

報告者 中村 崇高 (県立公文書館)

(第３回) 平成19年２月14日 (水) 10時～12時 参加20名

場 所 藤沢市文書館

内 容 資料の防火対策 (１) 防災対策・その考え方

報告者 中村 修 氏 (藤沢市文書館)

� その他

平成19年３月15日 (木) 13時～15時 県立公文書館主催の公文書館課題検討事業､ 中

山章氏講演 ｢日本建築の遺伝子は生き残るのか｣ に参加 12名

��� �����	
���

ア 古文書を読む会

(ア) 設立経過

公文書館の前身である文化資料館開催のかながわ県民アカデミー ｢古文書を読も

う｣ の講座参加者の自発的・継続的な古文書研究会開催の要望に応じて､ 昭和59年

11月４日に発足した｡ 公文書館開館に合わせて､ 引き続き会を支援してきたが､ 平

成16年度からは自主運営している｡

(イ) 平成18年度の活動の状況等

◎会員数 154名 (平成19年３月31日現在)

① 月例会 12回開催 会場 県立公文書館

② 役員会 12回開催 会場 県立公文書館

③ 会 報 第29号発行

イ 土曜古文書会

(ア) 設立経過

日曜日開催の ｢古文書を読む会｣ より発展し､ 平成12年４月１日発足した｡ 特に

初めて古文書を読みはじめる人を対象にしている｡ 発足以来会を支援してきたが､

平成16年度からは自主運営している｡

(イ) 平成18年度の活動の状況等

◎会員数 174名 (平成19年３月31日現在)

① 月例会 12回開催 会場 県立公文書館

② 役員会 12回開催 会場 県立公文書館

③ 会 報 第７号発行
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� � � � � � �
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番号 資 料 名 点 数

１ (厚木市上荻野) 大谷久雄氏旧蔵資料 ��

２ (厚木市山際) 甘利正氏旧蔵資料 �

３ (東京都品川区) 吉田俊介氏旧蔵資料 �

４ (川崎市川崎区) 土屋松五郎氏旧蔵資料 ��

５ (川崎市多摩区) 高橋万吉氏旧蔵資料 ��

６ (三浦市三崎) 米田光郷氏旧蔵資料 ��

７ (横浜市西区) 藤巻宗太郎氏旧蔵資料 �

８ (横浜市金沢区) 佐藤富吉氏旧蔵資料 ��

９ 相模国大住郡池端村 加藤家文書 ��

�� 武蔵国橘樹郡生麦村 関口家文書 �����

�� 武蔵国橘樹郡神奈川宿本陣 石井家文書 �����

�� (横浜市金沢区) 伏見芳太郎氏旧蔵資料 �

�� (東京都豊島区) 青木茂氏旧蔵資料 �

�� (横浜市旭区万騎が原) 田中兵五郎氏旧蔵資料 ��

�� (横浜市港北区大曽根) 山口八十八氏コレクション ���

�� 武蔵国橘樹郡神大寺村 島田家文書 ���

�	 (足柄上郡開成町) 斉藤猪一郎氏旧蔵文書 �	

�
 武蔵国橘樹郡神大寺村 北村家文書 
��

�� (専修大学図書館蔵) 古典籍影印叢刊資料 ��

�� (横浜市南区六ッ川) 鈴木一雄氏収集古文書 �	

�� 相模国大住郡戸田村 小塩家文書 ��	��

�� 小池駸一日記 ��

�� 小澤良吉家文書 ��

�� 野村征子家文書 ��

�� 中島秀雄家文書 ���

�� 岩澤愿彦氏旧蔵資料 ���

�	 溝口幸子氏資料 ���

�
 出口義明氏資料 �

�� 葛野伸夫氏資料 ���

�� 向田尊司氏資料 ���

�� 三田理氏資料 ���

�� 安西勝氏資料 �

�� 鈴木裕一氏資料 �����

�� 小菅猛雄氏資料 �
�

�� 池津珍蔵関係資料 ���

�� 西尾家文書 ��

�	 宮治家文書 ���

�
 荒波孫四郎家旧蔵絵図資料 ��

�� 稲木静恵氏旧蔵資料 ��

�� 野澤繁氏資料 �

�� 内田一正氏作成大正十二年九月関東大震災の調査資料 �

�� 野口豊氏旧蔵資料 	

合 計 ������



� � � � �
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番号 資 料 名 点 数

１ 武蔵国橘樹郡篠原村名主文書､ 相模国大住郡小稲葉村文書 ��

２ 相模国足柄上郡萱沼村 安藤家文書 �����

３ 武蔵国都筑郡片平村 安藤家文書 �����

４ 武蔵国橘樹郡北綱島村 飯田家文書及び飯田海山関係資料 �����

５ 武蔵国橘樹郡生麦村 関口家文書 �

６ 相模国大住郡石田村 石井家文書 	����

７ 相模国愛甲郡飯山村 石川家文書 �����

８ 相模国三浦郡二町谷村 石渡家文書 ���

９ 相模国足柄上郡皆瀬川村 井上家文書及び図書 ����	

�� 相模国愛甲郡田代村 大矢家文書及び図書 ��

�

�� 大磯宿小頭助左衛門関係文書 ��

�� 神奈川県立平塚江南高等学校所蔵文書 �

�� 幕末の儒学者亀谷省軒関係資料 ��

�� 相模国愛甲郡上荻野村 岸家文書及び図書 ��	�


�� 相模国愛甲郡及川村 桐生家文書 ���
	

�� 相模国足柄上郡金井島村 瀬戸家文書 ����


�	 相模国愛甲郡三田村 曽根家文書 ���

�
 武蔵国都筑郡上白根村 高橋家文書 �����

�� (欠番)

�� 相模国三浦郡八幡久里浜村 長島家文書 ���

�� 相模国足柄上郡岡野村 内藤家文書 	�	

�� (欠番)

�� 武蔵国都筑郡上川井村 中野家文書 	
�

�� 相模国愛甲郡妻田村 長野家文書 ���

�� 相模国愛甲郡林村 成瀬家文書及び図書 ���

�� 松田家文書 (後北条家臣) �

�	 相模国足柄上郡金子村 間宮家文書 ��	��

�
 相模国津久井県三ヶ木村 三樹家文書 ���

�� 相模国淘綾郡山西村 宮戸家文書 �	�

�� 相模国愛甲郡飯山村 森家文書 �	�

�� 相模国大住郡伊勢原村 山田家文書 	

�� 相模国大住郡白根村 山本家文書 ���

�� 武蔵国都筑郡二俣川村善部 和田家文書 ��


�� 相模国足柄上郡金手村 酒井家文書 ���

�� 大井町上大井 三島神社文書 �	


�� 相模国大山 大工棟梁手中家文書 	��	


�	 相模国鎌倉郡瀬谷村 岩崎家文書 �
�

�
 手中家御輿文書 �
�

�� 沼田米子氏所蔵文書 ��	
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�� 相模国三浦郡堀内村 葉山家文書 �����

�� 相模国足柄上郡谷峨村 武尾家文書 ������

�� 神原武男氏所蔵文書 �����

�� 相模国津久井郡牧野村馬本 佐々木家文書 �����

�� 厚木市上荻野 岸家文書・資料 �����

�� 神奈川県藤野町佐野川吉村毅氏所蔵文書・資料 	��

�� 相模国鎌倉郡瀬谷村岩崎家文書 �

�	 亀谷家文書 ��

�
 本間眞行氏所蔵文書 


�� 曽根原直子氏所蔵大澤家文書 ���

�� 萩原哲夫氏所蔵文書・資料 ��

�� 相模国足柄上郡篠窪村小島家文書 ����	

�� 原久三氏所蔵文書・資料 �����

�� 武蔵国久良岐郡松本村金子家文書 �����

�� 石井達也氏所蔵文書 �����

合 計 
��	��



� �������	
�� (平成５年神奈川県条例第24号)

(趣旨)

第１条 この条例は､ 神奈川県立公文書館の設置､ 管理等に関し必要な事項を定めるものとする｡

(設置)

第２条 公文書その他の記録 (以下 ｢公文書等｣ という｡) で歴史資料として重要なものを収集し､

保存し､ 及び閲覧に供し､ 並びにこれに関連する調査研究を行うとともに､ 県民に文化活動の場を

提供するため､ 神奈川県立公文書館 (以下 ｢公文書館｣ という｡) を横浜市旭区中尾一丁目６番１

号に設置する｡

(公文書等の引渡し)

第３条 県の機関 (知事､ 議会､ 公営企業管理者､ 病院事業管理者､ 教育委員会､ 選挙管理委員会､

人事委員会､ 監査委員､ 労働委員会､ 収用委員会､ 海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会

をいう｡) は､ その保存する公文書等が現用でなくなったときは､ 速やかに当該公文書等を公文書

館に引き渡さなければならない｡

(公文書等の選別､ 保存及び廃棄)

第４条 知事は､ 前条の規定により引き渡された公文書等について､ 知事が別に定める基準により､

歴史資料として重要な公文書等を選別し､ 保存しなければならない｡

２ 知事は､ 前条の規定により引き渡された公文書等のうち､ 前項の規定により保存する公文書等以

外の公文書等を､ 確実に､ かつ､ 速やかに廃棄しなければならない｡

(閲覧の制限)

第５条 知事は､ 公文書館に保存されている公文書等 (以下 ｢公文書館資料｣ という｡) のうち､ 個

人に関する情報その他の規則で定める情報 (以下 ｢個人に関する情報等｣ という｡) が記録されて

いる公文書館資料について閲覧を制限することができる｡

２ 知事は､ 公文書館資料に個人に関する情報等とそれ以外の情報とが記録されている場合において､

当該個人に関する情報等とそれ以外の情報とを容易に､ かつ､ 公文書館資料の閲覧を求める趣旨を

失わない程度に合理的に分離することができるときは､ 前項の規定にかかわらず､ 当該個人に関す

る情報等が記録されている部分を除き､ 当該公文書館資料を閲覧に供さなければならない｡

(施設及び設備の利用)

第６条 別表に掲げる公文書館の施設及び設備を利用しようとする者は､ 知事の承認を受けなければ

ならない｡

２ 知事は､ 前項の規定による承認の申請があった場合において､ 当該申請に係る利用をさせること

が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは､ 承認を与えないことができる｡

(１) 公文書館における秩序を乱し､ 又は公益を害するおそれがあるとき｡

(２) 公文書館資料､ 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき｡

(３) その他公文書館の管理上支障があるとき｡

(使用料)

第７条 前条第１項の規定により公文書館の施設及び設備の利用の承認を受けた者は､ 別表に定める

額の使用料を納めなければならない｡

２ 前項の使用料は､ 前納とする｡

(使用料の減免)

第８条 前条第１項の規定にかかわらず､ 知事は､ 次の各号のいずれかに該当する場合には､ 使用料

を減免することができる｡
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(１) 国､ 県又は県内の市町村の機関が公文書等に関する行事に利用するとき｡

(２) その他知事が特に必要と認めるとき｡

(使用料の不還付)

第９条 既に納付された使用料は､ 還付しない｡ ただし､ 知事が災害その他特別の事情により還付す

るのを適当と認めたときは､ この限りでない｡

(入館の制限)

第10条 知事は､ 次の各号のいずれかに該当する者には､ 公文書館への入館を拒否し､ 又は退館を命

ずることができる｡

(１) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(２) その他公文書館の管理上支障があると認められる者

(利用承認の取消し等)

第11条 知事は､ 第６条第１項の承認を受けた者が同条第２項各号のいずれかに該当するに至ったと

き又は知事が必要と認めたときは､ 同条第１項の承認を取り消し､ 又は施設及び設備の利用を中止

させることができる｡

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか､ 公文書館の管理等に関し必要な事項は､ 規則で定める｡

附 則

この条例は､ 平成５年11月１日から施行する｡

この条例は､ 平成８年10月21日から施行する｡ (平成８年神奈川県条例第35号)

この条例は､ 平成９年４月１日から施行する｡ (抄) (平成９年神奈川県条例第２号)

(会館等の使用料に関する経過措置)

３ この条例の施行の際現に会館等の利用の申込みを受理しているものに係る使用料については､ 第

２条から第７条まで､ 第９条､ 第22条､ 第27条及び第28条の規定による改正後の各条例の規定にか

かわらず､ なお従前の例による｡

附 則 (平成16年11月30日条例第61号)

この条例は､ 平成17年１月１日から施行する｡

附 則 (平成16年12月28日条例第80号抄)

(施行期日)

１ この条例は､ 平成17年４月１日から施行する｡ (後略)

別表 (第６条､ 第７条関係)

１ 会議室使用料
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区 分
使 用 料 の 額

午前９時から午後５時まで 午後５時から午後９時まで

大 会 議 室 １時間につき �����円 １時間につき �����円

中 会 議 室 同 ���円 同 ���円

小 会 議 室 同 ���円 同 ���円



２ 大会議室設備使用料

備考

１ 会議室の利用時間が１時間に満たないとき又はこれに１時間未満の端数の期間を生じたとき

は､ その満たない時間又はその端数ぼ時間を１時間として計算する｡

２ １回とは､ 継続する４時間以内の利用をいう｡

３ 大会議室設備の利用時間が継続して４時間を超える場合のその超える利用時間に係る使用料

は､ その超える利用１時間につき､ １回の使用料の額に４分の１を乗じて得た額とする｡ この

場合において､ その超える利用時間が１時間に満たないとき又はこれに１時間未満の端数を生

じたときは､ その満たない時間又はその端数の時間を１時間として計算する｡
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種 別 単 位 使用料の額

ビデオシステム １回 �����円

��ミリ映画映写機 同 �����円

８ミリ映画映写機 同 �����円

ワイヤレスマイクロホン １本１回 �����円

カセットレコーダー １台１回 �����円

資料映写システム １回 �����円

スライド映写機 同 �����円



� �������	
�����
(平成５年10月神奈川県規則第86号)

(事務の委任及び専決)

第１条 神奈川県立公文書館条例 (平成５年神奈川県条例第24号｡ 以下 ｢条例｣ という｡) に基づく

次に掲げる事務は､ 神奈川県立公文書館 (以下 ｢公文書館｣ という｡) の長 (以下 ｢館長｣ という｡)

に委任する｡

(１) 条例第３条の規定により公文書等の引渡しを受けること｡

(２) 条例第４条第１項の規定により公文書等 (保存期間が１年と定められていた公文書等及び常

時使用する行政文書 (神奈川県行政文書管理規則 (平成12年神奈川県規則第15号) 第２条第

１号に規定する行政文書をいう｡ 次項において同じ｡) として必要な期間保管されていた公文

書等を除く｡ 次号において同じ｡) を選別すること｡

(３) 条例第４条第２項の規定により公文書等を廃棄すること｡

(４) 条例第５条の規定により公文書等の閲覧を制限すること｡

(５) 条例第６条の規定により会議室 (大会議室設備を含む｡ 以下同じ｡) の利用を承認すること｡

(６) 条例第８条の規定により使用料を減免すること｡

(７) 条例第９条ただし書の規定により使用料を還付すること｡

(８) 条例第10条の規定により入館を拒否し､ 及び退館を命ずること｡

(９) 条例第11条の規定により会議室の利用の承認を取り消し､ 及び利用を中止させること｡

２ 条例第４条第１項及び第２項の規定により公文書等 (保存期間が１年と定められていた公文書等

及び常時使用する行政文書として必要な期間保管されていた公文書等に限る｡ 次項について同じ｡)

の選別及び廃棄を行うことを当該公文書等に係る事務を所掌する出先機関の長 (神奈川県職員の職

の設置等に関する規則 (昭和33年神奈川県規則第53号) 第５条第１項に規定する所長並びに同規則

第６条第１項に規定する支所長､ 地区事務所長､ 試験場長､ 工芸技術所長及び分校長をいう｡) に

委任する｡

３ 室長及び課長 (神奈川県職員の職の設置等に関する規則第３条第１項に規定する室長及び課長を

いう｡) は､ その所掌する事務に係る公文書等について､ 条例第４条第１項及び第２項の規定によ

る選別及び廃棄を専決するものとする｡

(休館日)

第２条 公文書館の休館日は､ 次に掲げるとおりとする｡

(１) 月曜日

(２) 国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号) に規定する休日 (その日が月曜日に当たる

ときは､ その翌日)

(３) １月２日から同月４日まで及び12月28日から同月31日まで

２ 前項に規定する休館日のほか､ 閲覧室にあっては４月１日から同月15日までを休館日とする｡

３ 前２項の規定にかかわらず､ 館長は､ 公文書館の施設及び設備 (以下 ｢施設等｣ という｡) の修

理その他の理由により必要があると認めるときは､ 休館日を臨時に変更し､ 又は臨時に休館日を定

めることができる｡

(開館時間)

第３条 公文書館の開館時間は､ 午前９時から午後５時までとする｡ ただし､ 会議室にあっては､ 午

後９時までとする｡

２ 前項の規定にかかわらず､ 館長は､ 必要があると認められるときは､ 開館時間を臨時に変更する
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ことができる｡

(閲覧を制限することができる公文書館資料に記載されている情報)

第４条 条例第５条第１項に規定する規則で定める情報は､ 次に掲げる情報とする｡

(１) 個人に関する情報 (自己に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く｡)

であって､ 特定の個人が識別され､ 若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別すること

はできないが､ 閲覧に供することにより､ 個人の権利利益を害するおそれがあるもの｡ だだし､

次に掲げる情報を除く｡

ア 法令又は条例 (以下 ｢法令等｣ という｡) の規定により何人にも閲覧が認められている情報

イ 慣行として公にされ､ 又は公にすることが予定されている情報

ウ 公務員等 (国家公務員法 (昭和22年法律第120号) 第２条第１項に規定する国家公務員 (独

立行政法人通則法 (平成11年法律第103号) 第２条第２項に規定する特定独立行政法人の役員

及び職員を除く｡)､ 独立行政法人等 (独立行政法人等の保有する情報のの公開に関する法律

(平成13年法律第140号) 第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう｡ 以下この条において

同じ｡) の役員及び職員､ 地方公務員法 (昭和25年法律第261号) 第２条に規定する地方公務員

並びに地方独立行政法人 (地方独立行政法人をいう｡ 以下この条において同じ｡) の役員及び

職員をいう｡) の職務の遂行に関する情報のうち､ 当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に

係る情報

エ 人の生命､ 身体､ 健康､ 生活又は財産を保護するため､ 閲覧に供することが必要であると認

められる情報

(２) 法人その他の団体 (国､ 独立行政法人等､ 地方公共団体及び地方独立行政法人を除く｡ 以下

｢法人等｣ という｡) に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって､ 閲覧

に供することにより当該法人等又は当該個人の権利､ 競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれがあるもの｡ ただし､ 人の生命､ 身体､ 健康､ 生活又は財産を保護するため､ 閲覧に供

することが必要であると認られる情報を除く｡

(３) 県の機関内部若しくは機関相互又は県の機関と国若しくは他の地方公共団体 (以下 ｢国等｣

という｡) の機関､ 独立行政法人等若しくは地方独立行政法人との間における審議､ 検討又は

協議に関する情報であって､ 閲覧に供することにより､ 率直な意見の交換若しくは意思決定の

中立性が不当に損なわれるおそれ､ 不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に

不当に利益を与え､ 若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(４) 県の機関､ 国等の機関又は独立行政法人等が行う事務又は事業に関する情報であって､ 閲覧

に供することにより､ 次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上､ 当該事務又は事業

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 監査､ 検査､ 取締り又は試験に係る事務に関し､ 正確な事実の把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容易にし､ 若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約､ 交渉又は争訟に係る事務に関し､ 県､ 国等､ 独立行政法人等又は地方独立行政法人の

財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し､ その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し､ 公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

オ 県若しくは国等が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し､ その企業経営上の正

当な利益を害するおそれ

(５) 県の機関の要請を受けて､ 公にしないとの条件で任意に提供された情報であって､ 個人又は

法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが
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当該情報の性質､ 当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの｡ ただし､ 人の生命､

身体､ 健康､ 生活又は財産を保護するため､ 閲覧に供することが必要であると認められる情報

を除く｡

(６) 犯罪の予防､ 犯罪の捜査､ 個人の生命､ 身体及び財産の保護その他公共の安全の確保のため､

閲覧に供しないことが必要と認められる情報

(７) 法令等の規定又は地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第245条の９第１項の規定による基準

その他県の機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により､ 閲覧に供することができな

いとされている情報

(８) 自己に関する情報のうち個人の指導､ 診断､ 評価､ 選考等に関する情報であって､ 閲覧に供

することにより､ 当該指導､ 診断､ 評価､ 選考等に著しい支障が生ずるおそれがあると認めら

れるもの

(９) 公文書館が県民等から取得した公文書館資料に記録されている情報 (第５号本文に掲げるも

のを除く｡) であって､ 閲覧に供しない旨の条件が付されているもの

(公文書館資料の閲覧の手続等)

第５条 公文書館資料の閲覧をしようとする者は､ 公文書館資料閲覧申込書 (第１号様式) により館

長に申し込まなければならない｡ ただし､ 閲覧室の書架に置かれている公文書館資料については､

この限りでない｡

２ 館長は､ 前項の規定による申込みがあったときは､ 文書の処理済み年月日の属する年度の翌年度

の４月１日から起算して30年が経過していない公文書館資料 (以下 ｢30年未経過公文書等｣ という｡)

にあっては当該公文書館資料の閲覧の申込みがあった日から起算して10日以内に､ 30年未経過公文

書等以外の公文書館資料にあっては速やかに､ 当該公文書館資料が条例第５条第１項に該当するか

否かを確認しなければならない｡ ただし､ 当該期間内に､ 又は閲覧の申込みがあったときに速やか

に確認することができないことについてやむを得ない理由があるときは､ その理由がやんだ後､ 確

認することができる｡

３ 館長は､ 第１項の申込みに係る公文書館資料が前項の確認により条例第５条第１項に該当する場

合には､ 閲覧制限条項該当通知書 (第２号様式) により､ 閲覧できない旨を申込者に通知しなけれ

ばならない｡

(公文書館資料の閲覧)

第６条 館長は､ 前条第２項の確認により条例第５条第１項に該当しないときは､ 速やかに当該公文

書館資料を閲覧に供さなければならない｡

２ 閲覧の申込みに係る公文書館資料の閲覧をさせることにより､ 当該公文書館資料を汚損し､ 破損

するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは､ 前項の規定にかかわらず､ 当

該公文書館資料の閲覧に代えて､ 当該公文書館資料を複写したものを閲覧に供することができる｡

３ 公文書館資料の閲覧は､ 閲覧室においてしなければならない｡

(公文書館資料の補正説明の添付)

第７条 館長は､ 公文書館資料の閲覧者等から資料中の情報に誤りがあるとの申出を受けた場合は､

調査の上､ 必要があると認めるときは､ 当該資料に補正説明を添付するものとする｡

(会議室の利用の申込み)

第８条 条例第６条第１項の規定により会議室の利用の承認を受けようとする者は､ 利用しようとす

る日の６箇月前の日の属する月の初日から利用しようとする日の前々日までに利用申込書 (第３号

様式) により館長に申し込まなければならない｡ ただし､ 館長が公文書館の管理上特に支障がない

と認めるときは､ 当該期間後であっても申し込むことができる｡
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(会議室の利用承認等の通知)

第９条 館長は､ 前条の規定による申込みがあった場合において､ その利用を承認するとき利用承認

書 (第４号様式) を申込者に通知し､ その利用を承認しないときはその旨を申込者に通知しなけれ

ばならない｡

(使用料の納付等)

第10条 前条の規定による承認の通知を受けた者は､ 館長が指定する期日までに使用料を納付しなけ

ればならない｡

２ 館長は､ 前項の規定による使用料の納付がないときは､ その利用の承認を取り消すものとする｡

(利用者が守るべき事項)

第11条 公文書館を利用する者 (その者の利用目的に応じて入館した者を含む｡ 以下 ｢利用者｣ とい

う｡) は､ 次に掲げる事項を守らなければならない｡

(１) 利用目的以外の目的に施設等を利用しないこと｡

(２) 公文書館資料を汚損し､ 又は破損しないこと｡

(３) 公文書館資料､ 展示物､ 付属設備等を公文書館外に持ち出さないこと｡

(４) 許可なく壁､ 柱､ 窓､ 扉等にポスター､ 看板､ 旗､ 懸垂幕その他これらに類するものを掲げ､

若しくははり付け､ 文字等を書き､ 又はくぎ類を打たないこと｡

(５) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと｡

(６) 許可なく火気を使用し､ 又は特別な設備をしないこと｡

(７) 定員を超えて会議室に入場させないこと｡

(８) 定められた場所以外の場所で飲食し､ 又は喫煙しないこと｡

(９) 許可なく寄附金の募集､ 物品の販売等を行わないこと｡

(10) 騒音､ 怒声等を発し､ 又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと｡

(11) 関係職員の指示に従うこと｡

(責任者の届出等)

第12条 会議室の利用の承認を受けた者は､ あらかじめ利用に係る会議室内の秩序を保持するために

必要な責任者を定め､ 館長に届け出なければならない｡

２ 前項の規定による責任者は､ 会議室の利用を終了したとき (利用中止の命令により利用を中止し

たときを含む｡) は､ 利用した会議室を原状に復し､ その旨を関係職員に報告しなければならない｡

(管理上の立入り)

第13条 会議室を利用する者は､ 関係職員が管理上の都合により利用に係る会議室への立入りを要求

したときは､ 拒むことができない｡

(使用料の減免)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合には､ 使用料を免除する｡

(１) 国､ 県又は市町村の機関が公文書等の利用の促進及び公文書等に関する調査研究を目的とし

た行事に利用するとき｡

(２) その他館長が特に必要と認めるとき｡

２ 次の各号のいずれかに該当する場合には､ 使用料を条例別表に定める額のに２分の１の額に減額

する｡

(１) 公共的団体が公文書等の利用の促進及び公文書等に関する調査研究を目的とした行事に利用

するとき｡

(２) その他館長が必要と認めるとき｡

(使用料の減免申請)
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第15条 使用料の減免を受けようとする者は､ 第８条による利用の申込みの際に減免申請書 (第５号

様式) により館長に申請しなければならない｡

(使用料減免承認等の通知)

第16条 館長は､ 前条の規定による申請があった場合において､ その減免を承認するときは減免承認

書 (第６号様式) を申請者に通知し､ その減免を承認しないときはその旨を申請者に通知しなけれ

ばならない｡

(使用料の還付の手続)

第17条 条例第９条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は､ その旨及び利用する

ことができない理由を記載した書面に利用承認書を添えて､ 館長に提出しなければならない｡

(公文書館資料の館外貸出しの承認等)

第18条 館長は､ 次に掲げるものに､ 公文書館資料の館外貸出しをすることができる｡

(１) 公文書館法 (昭和62年法律第115号) 第４条第１項に規定する公文書館

(２) 国立の図書館及び図書館法 (昭和25年法律第118号) 第２条第１項に規定する図書館

(３) 国立の博物館､ 博物館法 (昭和26年法律第285号) 第２条第１項に規定する博物館及び同第29

条の規定により文部大臣又は都道府県教育委員会の指定した博物館に相当する施設

(４) 社会教育法 (昭和24年法律第207号) 第21条に規定する公民館

(５) 国又は地方公共団体の機関

(６) 学校教育法 (昭和22年法律第26号) 第１条に規定する学校

(７) その他館長が適当と認めるもの

２ 公文書館資料の館外貸出しを受けようとするものは､ 館長の承認を受けなければならない｡

３ 前項の規定による承認を受けようとするものは､ 館外貸出し承認申請書 (第７号様式) を提出し､

館外貸出し承認書 (第８号様式) の交付を受けなければならない｡

(館外貸出し期間)

第19条 公文書館資料の館外貸出し期間は､ 30日以内とする｡ ただし､ 館長は､ 特に必要があると認

められるときは､ これを延長することができる｡

２ 前項の館外貸出し期間は､ 公文書館が当該公文書館資料を引き渡した日から起算してその返還を

受ける日までの日数により算定するものとする｡

３ 館長は､ 館務の都合により必要があるときは､ 公文書館資料の館外貸出し期間中であっても､ 当

該公文書館資料の返還を求めることができる｡

(館外貸出しをした公文書館資料の利用方法)

第20条 公文書館資料の館外貸出しを受けたものは､ 当該公文書館資料を､ 承認を受けた利用の目的

又は場所で､ 利用してはならない｡

(損傷等の届出)

第21条 利用者又は公文書館資料の館外貸出しを受けているものは､ 施設等又は公文書館資料を損傷

し､ 又は滅失したときは､ 直ちにその旨及び理由を公文書館資料等損傷 (滅失) 届出書 (第９号様

式) により館長に届け出て､ その指示を受けなければならない｡

(複写)

第22条 公文書館資料の複写を希望する者は､ 館長が別に定める範囲内で複写を受けることができる｡

(古文書等の寄贈及び寄託)

第23条 館長は､ 古文書等の寄贈又は寄託を受けることができる｡

２ 寄託を受けた古文書等の管理については､ 神奈川県が所有する公文書館資料に準じて行う｡ ただ

し､ 寄託者の承諾がある場合のほかは､ 複写及び館外貸出しを行わない｡
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(公文書館資料の目録の整備)

第24条 館長は､ その定めるところにより､ 公文書館資料の目録を整備し､ 利用者の閲覧に供するも

のとする｡

(実施細目)

第25条 この規則に定める者のほか､ 公文書館の管理及び運営に関し必要な事項は､ 館長が定める｡

附 則

この規則は､ 平成５年11月１日から施行する｡

附 則 (平成７年規則第53号)

この規則は､ 平成７年４月１日から施行する｡

附 則 (平成10年規則第59号)

この規則は､ 公布の日から施行する｡

附 則 (平成12年規則第111号)

この規則は､ 平成12年４月１日から施行する｡

附 則 (平成15年規則第９号)

この規則は､ 平成15年４月１日から施行する｡

附 則 (平成16年規則第32号)

この規則は､ 平成16年４月１日から施行する｡

附 則 (平成17年規則第130号)

この規則は､ 平成17年７月１日から施行する｡

附 則 (平成18年規則第34号)

この規則は､ 平成18年４月１日から施行する｡

附 則 (平成19年規則第83号)

この規則は､ 平成19年６月１日から施行する｡ ただし､ 第４条第１号ウの改正規定は､ 平成19年10月

１日から施行する｡

(様 式 略)
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(平成５年神奈川県告示第929号)

神奈川県立公文書館条例 (平成５年神奈川県条例第24号) 第４条第１項の規定に基づき､ 神奈川県

立公文書館 (以下 ｢公文書館｣ という｡) が､ 県の機関から引渡しを受けた現用でなくなった公文書

(県の機関の職員が職務上作成し､ 又は取得した文書､ 地図､ 図面類及びマイクロフィルムをいう｡)

その他の記録 (以下 ｢公文書等｣ という｡) の中から歴史資料として重要な公文書等 (以下 ｢歴史的

公文書等｣ という｡) を選別するための基準を次のとおり定め､ 平成５年11月１日から施行している｡

１ 方針

歴史的公文書等は､ 県民共有の財産として永く後世に伝えられ､ 神奈川の歴史形成に寄与するもの

であるので､ その選別は偏りがなく､ 公正で客観的に行うこととする｡

２ 選別される歴史的公文書等

公文書等のうち､ 歴史的公文書等として選別される公文書等は､ 次のいずれかに該当するものとす

る｡

(１) 県民生活の推移が歴史的に跡付けられる公文書等で､ 次に掲げるもの

ア その時代の世相､ 世論等が象徴的又は特徴的に表れている公文書等

イ 県民生活に影響が生じた犯罪､ 事故等の事件に関する公文書等

ウ 県民活動又は県民の動きを反映している公文書等

エ 県民生活における健康､ 安全､ 衛生､ 福祉等に関する公文書等

オ 災害及び災害対策活動に関する公文書等

カ 生活､ 自然等の環境について顕著な変化の内容を明示する公文書等

キ 公共性の高い事業に関する公文書等

ク 画期的又はユニークな活動､ 建造物等に関する公文書等

ケ 史跡､ 入会地､ 寺社､ 伝統的な行事が行われる場所その他由緒ある土地､ 建造物等に関する

公文書等

コ その他県内で起き､ 又は県にかかわりのあった政治的､ 経済的又は社会的に重要な儀式､ 行

事､ 事件等に関する公文書等

(２) 県行政の推移が歴史的に跡付けられる公文書等で､ 次に揚げるもの

ア 顕著な行政効果をもたらした県事業の実施に関する公文書等

イ 県民の高い関心を呼んだ県事業の実施に関する公文書等

ウ 県の総合計画及び部局単位の事業計画の策定及び立案に関する公文書等 (実施されなかった

ものにあっては､ その計画について県民の高い関心を呼んだものに限る｡)

エ 多額の事業費を要した県事業の実施に関する公文書等

オ 県行政の管理運営上重要な公文書等

(３) 昭和20年以前に作成し､ 又は取得した公文書等
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３ 細目基準の制定

公文書館の長は､ ２に定める歴史的公文書等の選別を適正に行うため､ 次に掲げる公文書等の区分

により､ 細目基準を定めなければならない｡

(１) 条例､ 規則､ 訓令､ 通達等の例規に関する公文書等

(２) 県の各種制度及び行政組織の新設及び改廃に関する公文書等

(３) 市町村の廃置分合等に関する公文書等

(４) 地方自治制度に関する公文書等

(５) 選挙に関する公文書等

(６) 事務引継書

(７) 議会､ 各種委員会､ 審議会､ 主要会議等の審議経過及び結果に関する公文書等

(８) 諮問及び答申に関する公文書等

(９) 調査､ 統計及び研究に関する公文書等

(10) 予算､ 決算及び収支等財政状況に関する公文書等

(11) 起債､ 補助金及び貸付金に関する公文書等

(12) 県有財産の取得､ 管理及び処分に関する公文書等

(13) 許認可､ 免許､ 承認等に関する公文書等

(14) 監査､ 検査等に関する公文書等

(15) 主要職員及び各種委員の人事に関する公文書等

(16) 叙位､ 叙勲､ 褒章､ 表彰等に関する公文書等

(17) 争訟 (訴訟､ 土地収用裁決､ 審査請求､ 異議申立て等をいう｡) に関する公文書等

(18) 行政代執行に関する公文書等

(19) 陳情､ 請願､ 要望等に関する公文書等

(20) 県の総合計画に関する公文書等

(21) 公共施設の建築等のハード事業の実施に関する公文書等

(22) 各種施策､ 行政運営上のシステム等のソフト事業の実施に関する公文書等

(23) 県内の史跡､ 文化財等に関する公文書等

(24) 外国及び外国人に関する公文書等

(25) 儀式､ 行事その他事件に関する公文書等

(26) その他 (１) から (25) までに属さない公文書等

４ 公文書館の長への委任

この基準の実施に関し必要な事項は､ 公文書館の長が定める｡
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� ����� (昭和62年12月15日 法律第115号)

(目的)

第１条 この法律は､ 公文書等を歴史資科として保存し､ 利用に供することの重要性にかんがみ､ 公

文 書館に関し必要な事項を定めることを目的とする｡

(定義)

第２条 この法律において ｢公文書等｣ とは､ 国又は地方公共団体が保管する公文書その他の記録

(現 用のものを除く｡) をいう｡

(責務)

第３条 国及び地方公共団体は､ 歴史資科として重要な公文書等の保存及び利用に関し､ 適切な措置

を 講ずる責務を有する｡

(公文書館)

第４条 公文書館は､ 歴史資科として重要な公文書等を保存し､ 閲覧に供するとともに､ これに関連

す る調査研究を行うことを目的とする施設とする｡

２ 公文書館には､ 館長､ 歴史資科として重要な公文書等についての調査研究を行う専門職員その他

必要な職員を置くものとする｡

第５条 公文書館は､ 国又は地方公共団体が設置する｡

２ 地方公共団体の設置する公文書館の当該設置に関する事項は､ 当該地方公共団体の条例で定めな

ければならない｡

(資金の融通等)

第６条 国は､ 地方公共団体に対し､ 公文書館の設置に必要な資金の融通又はあっせんに努めるもの

とする｡

(技術上の指導等)

第７条 内閣総理大臣は､ 地方公共団体に対し､ その求めに応じて､ 公文書館の運営に関し､ 技術上

の指導又は助言を行うことができる｡

附 則

(施行期日)

１ この法律は､ 公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する｡

(専門職員についての特例)

２ 当分の間､ 地方公共団体が設置する公文書館には､ 第４条第２項の専門職員を置かないことがで

きる｡

(総理府設置法の一部改正)

３ 総理府設置法 (昭和24年法律第127号) の一部を次のように改正する｡

第４条第７号の次に次の１号を加える｡

７の２ 公文書館法 (昭和62年法律第115号) の施行に関すること｡
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番号 公文書館名 所在地 電話番号

１ 北海道立文書館 〒�������� 札幌市中央区北三条西６丁目 ������������

２ 宮城県公文書館 〒�	���	
� 仙台市宮城野区榴ヶ岡５ ������������

３ 秋田県公文書館 〒������
� 秋田市山王新町����� ��	�	���	���

４ 福島県歴史資料館 〒����	��� 福島市春日町
�
� ����
�������

５ 茨城県立歴史館 〒�������� 水戸市緑町�����
 ������
����


６ 栃木県立文書館 〒����	
�� 宇都宮市塙田������ ��	�������
�

７ 群馬県立文書館 〒�����	�� 前橋市文京町������� ������������

８ 埼玉県立文書館 〒�������� さいたま市浦和区高砂�����	 ��	�	�
�����

９ 千葉県文書館 〒�������� 千葉市中央区中央���
�� ���������




�� 東京都公文書館 〒��
����� 東京都港区海岸������� ���
��������

�� 神奈川県立公文書館 〒�����	�
 横浜市旭区中尾����� ��
�������
�

�� 新潟県立文書館 〒�
��	��� 新潟市女池南����� ��
��	������

�� 富山県公文書館 〒�������
 富山市茶屋町���� ����������
�

�� 福井県文書館 〒��	�	��� 福井市下馬町
���� ��������		��

�
 長野県立歴史館 〒�	������ 千曲市大字屋代 科野の里歴史公園内 ������������

�� 岐阜県歴史資料館 〒
���	��� 岐阜市夕陽ヶ丘４ �
	��������	

�� 愛知県公文書館 〒�������� 名古屋市中区三の丸����� �
���
�����


�	 京都府立総合資料館 〒�����	�� 京都市左京区下鴨半木町��� ��
������	��

�� 大阪府公文書館 〒

	���
� 大阪市住吉区帝塚山東������ ������
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